
 
独立行政法人国立病院機構小倉医療センターにおける 

医事業務の委託契約事業者の公募 
  
 

 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター（以下「当病院」という。）における医事

業務委託契約について、事業者を公募することとしますので、希望する者は次のとおり企

画書及び見積書（封書に「見積書」と明記し、封印のうえ提出。）を提出願います。 

 

 令和５年６月１３日                      
 

                 国立病院機構小倉医療センター  山下 博德  
 
１．事業概要                                   
 
（１）事 業 名                                   
    独立行政法人国立病院機構小倉医療センターにおける医事業務委託事業   
 
（２）運営内容                                   
        事業者は、院長が指定する病院建物の一部を無償で借り受け、当病院と協議のう 

   え運営に必要な設備等を使用し、患者さま等のための受付・案内、診療費算定、料 

   金請求・徴収、診療報酬請求等医事業務全般にかかる業務を委託する。      
 
（３）目  的  
    受付業務、診療費算定業務、診療報酬請求業務等を委託することによって、医事 

業務全体の業務の効率化と、患者サービスの質的向上を図る。 
 
（４）委託期間                               
        
    令和５年１０月１日～令和７年９月３０日（２年間）            
 
２．参加資格及び評価基準                        
 
（１）企画書の提出者に要求される資格                        
   次に掲げる条件を全て満たしている者であること。 

   ① 独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則第５条及び第６条の規定に該当し 

    ない者であること。               
   ② 一般競争参加資格の「役務一般」の「Ａ」「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けさ

    れ、九州及び沖縄地区の競争参加資格を有しているものであること。  
   ③ 法人等を設立して５年以上経過しており、医事業務委託について、他の医療機

    関（３００床以上）での委託実績があること。 

   ④ 診療報酬請求事務に関する資格及び診療情報管理士の資格を有する者を従事さ 

せること。           
   ⑤ 法人等の財政状況、損益状況及び資金状況に問題がないこと。         
   ⑥ 不正及び不誠実な行為がないこと。                    



（２）企画書を特定するための評価基準                       
  
   ①法人に対する評価                           
     組織理念、経営面の健全性、業務実績               
   ②具体的な運営企画に関する評価                       
         職員配置関係、従業員に対する教育方針とそのシステム 
    

③独自的な企画等の提案 
      
３．業務に関する仕様  
 
 別紙「仕様書」のとおり 

 

４．手 続 等                                   
 
（１）担当課・係                                  
    〒８０２－８５３３ 福岡県北九州市小倉南区春ヶ丘１０番１号       

         国立病院機構小倉医療センター 事務部企画課契約係 
         電話０９３－９２１－８８８１（内線８４０２）     
 
（２）説明書の交付期間及び場所                           

① 交付期間      令和５年６月１３日(火)から令和５年６月２８日(水)まで 

          ただし、土曜日、日曜日は除く。                         
② 交付場所     （１）に同じ                       

 
（３）企画書等の提出期限、場所及び方法                     

  ① 提出期限     令和５年６月２８日（水）１７時００分          
③  提出場所及び方法  （１）に同じ 

    持参または郵送（郵送の場合は６月２８日１７時必着のこと。）  
（４）企画プレゼンテーション  令和５年６月２９日（木）１３時３０分 大会議室 
 
（５）見積書の開封の日時    令和５年６月３０日（金）１０時００分 大会議室 
 
５．交渉権者の選定について 
 
（１）受託業者の決定は、総得点が最も高い業者を第一交渉権者とします。 

  

６．そ の 他                                   
 
（１）虚偽の内容が記載されている参加資格確認書類又は企画書は、無効        
 
（２）契約書作成の要否 ･････ 要              
 
（３）企画書のヒアリング ･････ 必要に応じて実施                 
 
（４）関連情報を入手するための窓口 ･････ 上記４（１）に同じ                    
 
（５）詳細は、説明書による 
 
（６）本件に関する問い合わせにつきましては、文書またはメールにて提出願います。 


